
愛媛県警察臨時職員採用試験案内 

 

 

平成 30 年５月 28 日  

新 居 浜 警 察 署  

 

 愛媛県臨時職員採用のための試験を次のとおり行います。 

１ 試験区分、採用予定人員、勤務先及び職務内容 

試 験 区 分 採用予定人数 勤 務 先 職 務 内 容 

臨時職員 

地 方 公 務 員 法 
第 2 2 条 第 ２ 項 の 
臨時職員 

１人程度 新居浜警察署 
警察事務補助業務等に

従事します｡ 

２ 受験資格 

(1) 平成12年４月１日までに生まれた者 

(2) 地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第16条各号のいずれにも該当しない者 

(3) 愛媛県臨時職員（22条）として雇用され、通算して２年間勤務したことのない者 

３ 試験の方法等 

試験種目 配 点 試 験 内 容 

作文試験 100点 
公務に従事する者として必要とされる識見、思考力、表現力等につい

て作文試験を行います。 

面接試験 150点 人物について総合的に評価するため、個別面接を行います｡ 

適性検査   職務遂行に必要な適性について、検査を行います。 

   注） 各試験項目において、一定の基準に満たない種目がある場合は、合計得点にかか

わらず不合格となります｡ 

４ 試験の日時、場所 

(1) 試験日    平成30年７月11日（水）午後１時30分 

(2) 試験実施場所  新居浜警察署（愛媛県新居浜市久保田町３丁目９番８号） 

(3) その他    集合時刻等詳細は申込者に対して７月６日（金）までに通知します｡ 

７月６日（金）までに通知がない場合は、下記の提出先まで連絡し 

てください｡ 

５ 受験申込 

(1) 申込期間   平成30年５月28日（月）から平成30年７月２日（月）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで）

に受け付けます｡ 



なお、郵送の場合は、平成30年７月２日（月）午後５時までの必着

に限り、受け付けます。また、郵便により申し込む場合は、封筒の表に

「臨時職員(22条)申込」と朱書し、新居浜警察署警務課へ送付してくだ

さい。 

(2) 申込方法   市販の履歴書（Ａ４判又はＡ３判２つ折り）に申込者の顔写真（最近

６箇月以内の撮影、カラー、脱帽、正面向き）を貼り、必要事項を記載

のうえ、新居浜警察署警務課へ提出してください。 

６ 採用 

  試験合格者は、欠員の状況に応じ、原則として平成30年９月１日以降に採用されます。 

７ 採用後の勤務条件 

(1) 雇用期間    ６箇月間｡ただし、勤務成績が良好であれば、更新があります。 

(2) 勤務時間・休日 勤務時間は午前８時30分から午後５時15分までの１日７時間45

分勤務で、土曜・日曜・祝日のほか年末年始は休みです｡ 

(3) 給料等     臨時職員の給与規程に基づき、6,810円の基本給（日額）が支給さ

れるほか、該当者に対しては、期末手当、通勤手当等が支給されます｡

また、社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）が適用され

ます。 

 注）これらの勤務条件は、改定されることがあります。 

８ 試験結果の開示 

  この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成13年愛媛県条例第41号）

第27条第１項の規程に基づき、次のとおり口頭により開示を請求することができます。 

  開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを証明できる書類（学生証又は

身分証明書、旅券、合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの

午前８時30分（合格発表日のみ午後１時）から午後５時15分まで）に新居浜警察署警務

課又は愛媛県警察本部警務課へ直接おいでください。 

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので注意してください｡ 

９ 問い合わせ先 

  受験手続その他については、新居浜警察署警務課へお問い合わせください。 

 新居浜警察署 警務課 

   〒792-0026 

    愛媛県新居浜市久保田町３丁目９番８号 

     電話 (0897)35-0110 内線212 


